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鳥取市神戸ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例（平成１０年条例第３７号）新旧対照表 第２０条関係 

改正後 改正前 

○鳥取市神戸ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例 ○鳥取市神戸ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例 

平成１０年１２月２８日 平成１０年１２月２８日 

鳥取市条例第３７号 鳥取市条例第３７号 

第１条 ～ 第１６条（略） 第１条 ～ 第１６条（略） 

別表第１（第７条関係） 別表第１（第７条関係） 

会議室及び研修室利用料金 会議室及び研修室利用料金 

区分 金額 

会議室 営利目的以外 無料

営利目的 １時間につき495円

研修室 営利目的以外 無料

営利目的 １時間につき495円

備考 １時間未満は、１時間とする。 
 

区分 金額 

会議室 営利目的以外 無料

営利目的 １時間につき486円

研修室 営利目的以外 無料

営利目的 １時間につき486円

備考 １時間未満は、１時間とする。 

別表第２（第７条関係） 別表第２（第７条関係） 

加工設備等利用料金 加工設備等利用料金 

加工及び利用区分 金額 

もち加工 原料１キログラムにつき55円 

こうじ加工 原料１キログラムにつき110円 

豆煮・ミンチ 原料１キログラムにつき78円 

みそ加工 原料１キログラムにつき188円 

ジュース加工 製品１リットルにつき34円 

加工及び利用区分 金額 

もち加工 原料１キログラムにつき54円 

こうじ加工 原料１キログラムにつき108円 

豆煮・ミンチ 原料１キログラムにつき76円 

みそ加工 原料１キログラムにつき184円 

ジュース加工 製品１リットルにつき33円 
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ジャム加工 製品１リットルにつき55円 

ケチャップ加工 製品１リットルにつき45円 

焼肉のタレ 製品１リットルにつき45円 

真空包装 １枚につき17円 

パン・ケーキ類 原料１キログラムにつき55円 

上記加工以外の加工 １日につき1,100円 

半日につき550円 

洗濯機及び乾燥機 １回につき990円 

備考 この表において「加工」とは、一の完成品を製造するための一連の

作業をいう。 
 

ジャム加工 製品１リットルにつき54円 

ケチャップ加工 製品１リットルにつき44円 

焼肉のタレ 製品１リットルにつき44円 

真空包装 １枚につき17円 

パン・ケーキ類 原料１キログラムにつき54円 

上記加工以外の加工 １日につき1,080円 

半日につき540円 

洗濯機及び乾燥機 １回につき972円 

備考 この表において「加工」とは、一の完成品を製造するための一連の

作業をいう。 

 


